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 法附則第９条第 18 項又は令和２年旧法附則第９条第 19 項の規定による控除額 ⑥  

法附則第９条第 19 項又は令和２年旧法附則第９条第 20 項の規定による控除額 ⑦  

法附則第 9 条第 20 項又は令和 2 年旧法附則第９条第 21 項の規定による控除額 ⑧   

法附則第 9 条第 21 項又は令和 2 年旧法附則第９条第 22 項の規定による控除額 ⑨   

法附則第 9 条第 22 項又は令和 2 年旧法附則第９条第 23 項の規定による控除額 ⑩   
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